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☆ 今回の記事は、労働機関誌「まなぶ」からの関連記事を一部参考に作らせていただきました。 

が
あ
り
ま
す
。 

憲
法
の
空
洞
化
？
！ 

 

ご
承
知
の
通
り
、
世
界
は

新
し
い
戦
争
の
時
代
に
入

っ
て
い
ま
す
。
「
非
武
装
・

中
立
の
平
和
憲
法
」
を
持
つ

日
本
な
の
に
、
様
々
な
後
方

支
援
を
担
っ
て
戦
争
に
参

加
し
、
今
年
は
憲
法
が
改
悪

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

目
的
は
ひ
と
つ
、
こ
の
国
を

「
戦
争
の
出
来
る
国
」
に
す

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

あ
な
た
は
自
分
の
子
供
や
孫

を
上
の
イ
ラ
ス
ト
の
よ
う
な
格

好
を
さ
せ
て
、
戦
場
に
送
り
込

め
ま
す
か
？
？
？
！
！
！ 

戦
争
と
は
何
か
？ 

 

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
間
違
い

で
「
戦
争
は
殺
戮
と
破
壊
だ

け
を
行
な
う
社
会
」
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
社
会
に
私
た
ち

国
民
を
引
き
ず
り
込
む
非

常
に
卑
怯
な
勢
力
が
あ
り
、

政
治
は
そ
の
勢
力
に
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
差
別
と
貧

困
、
憎
し
み
を
増
長
し
、
社

会
的
格
差
を
拡
大
し
「
金
儲

け
」
す
る
の
が
、
そ
の
勢
力

で
あ
り
ま
す
。
戦
争
は
私
た

ち
と
は
異
次
元
の
存
在
で

あ
り
、
本
来
直
接
関
わ
る
必 

        
 

世
界
に
誇
る
平
和
憲
法 

日
本
国
憲
法
は
、
１
９
４

７
年
５
月
３
日
に
「
国
民
主

権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、

平
和
主
義
」
を
基
本
原
理
と

し
て
発
布
さ
れ
ま
し
た
。
今

年
は
施
行
か
ら
７７
年
目
を

迎
え
ま
す
。
前
述
の
３
つ
の

基
本
原
理
は
、
全
て
が
つ
な

が
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
元
に

条
文
が
作
ら
れ
、
中
で
も
全

て
の
武
力
行
使
を
否
定
し
、

国
際
的
に
も
中
立
の
立
場

を
訴
え
た
こ
と
は
、
日
本
人

と
し
て
世
界
に
誇
る
べ
き
平

和
憲
法
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
憲
法
を
私
た
ち
は

権
力
者
に
守
ら
せ
る
責
任

が 

       

あ 

要
も
な
い
も
の
で
、
始
め
た

ら
最
後
、
終
り
に
す
る
の
は

想
像
を
絶
す
る
覚
悟
が
必

要
に
な
り
ま
す
。 

 

「
平
和
は
戦
争
の
反
対
」

で
は
あ
り
ま
す
が
、
単
に
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
「
差
別

と
貧
困
を
な
く
す
た
め
に

努
力
し
続
け
る
社
会
」
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

「
戦
争
に
反
対
す
る
」
と
い

う
こ
と
は
「
日
常
的
に
差
別

や
不
平
等
を
な
く
し
、
戦
争

反
対
勢
力
を
拡
大
す
る
こ

と
」
で
あ
り
ま
す
。 

 

今
こ
そ
、
歴
史
や
世
界
情

勢
に
学
ぶ
時
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。 

憲
法
と
は
・
・
？
！ 

 

憲
法
は
本
来
、
国
民
が
権

力 

憲
法
を
守
ら
せ
る
責
任
が

あ
り
ま
す
。
が
、
悲
し
い
か

な
こ
の
国
は
国
民
の
不
勉

強
（
こ
れ
も
政
治
に
よ
る
策

略
？
）
、
無
関
心
を
権
力
者
が

逆
に
良
い
よ
う
に
扱
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。 

平
和
の
砦
は
何
処
に
あ
る 

 

憲
法
の
条
文
が
あ
れ
ば
、

平
和
は
守
れ
る
・
・
と
い
う

状
況
で
は
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
良
識
あ
る
労
組
や
、

市
民
団
体
と
共
に
全
国
民

が
「
戦
争
反
対
」
の
意
思
表

示
、
行
動
を
示
し
ま
し
ょ

う
。
平
和
の
砦
、
そ
れ
は
国

民
ひ
と
り
一
人
の
「
や
さ
し

さ
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
青
年
よ
、
再
び
銃
を
と

る
な
、
婦
人
よ
、
夫
や
子
供

を
戦
場
に
送
る
な
！
」 

 

 

 

 

 

戦争の放棄・戦力の不
保持・交戦権の否認 
① 日本国民は、正義と秩序
を基調とする国際平和を誠実
に希求し、国権の発動たる戦
争と、武力による威嚇または
武力の行使は、国際紛争を解
決する手段としては、永久に
これを放棄する。 

② 前項の目的を達成するた
め、陸海空軍その他の戦力は
これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。 

平
和
と
は
何
か
？ 

 

力
者
（
資
本

家
、
政
治
家

等
）
の
好
き

放
題
を
縛

る
と
い
う

目
的
も
あ

り
、
国
民
は

権
力
者
に

憲
法 

 

「
戦
争
は
政
治

の
延
長
」
と
い
う

捉
え
方
が
さ
れ
て 

 


